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町田市が目指す屋外広告物のイメージをビジュアルに示す １
章 

屋外広告物の設計プロセスに応じた配慮のポイント 

２
章 計画 デザイン 設置・管理 

屋外広告物の誘導ルール 

３
章 
４
章 

市全域 

屋外広告物の共通誘導ルール 

地域の景観特性を踏まえた 

屋外広告物の地域誘導ルール 

屋外広告物の表示・設置に必要な手続き 

５
章 手続きフロー 東京都屋外広告物条例 

景観形成ゾーン 景観形成誘導地区 

（町田市景観計画〈屋外広告物に関する事項〉P.163〜P.165） 
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